
下水道等（公共下水道、農業集落排水、コミュニティ・プラント）使用料を下記のとおり改定することとなりましたので、
お知らせします。
１．改定後の使用料（税込）

２．改定使用料の適用日：６月１日（月）から ※７月請求分（６月使用分）から適用
※ただし、６月１日以前より継続して使用している場合は、経過措置として８月請求分（７月使用分）から適用となります。
３．改定理由
当町の下水道等事業は、下水道等を使用している皆さまからいただく使用料収入によって、経
営に必要な経費をまかなう独立採算制を原則として経営していますが、昨今の人口減少などによ
る使用水量の減少に伴う減収や、電気料金などのエネルギー価格および物価高騰などによる支出
の増加により、現状では使用料収入で維持管理費さえまかなえておらず、町の一般会計から補て
んされています。さらに、今後更新時期を迎える設備の更新財源を確保する必要もあります。
今回の改定は、経営基盤の強化を目的とし、使用料を改定するものです。今後につきましても、
使用料の適正化について上下水道事業経営審議会において継続的に審議を行ってまいります。

基本料金（１月につき） 
超過料金（１㎥につき） 

水 量 使用料 

10㎥まで 2,860円 192円 

　令和８年度の国民年金保険料は、月額17,920円です。
令和８年度の学生納付特例が始まります
　日本国内に住むすべての人は20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられています
が、学生には申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。学生納付特例は受
けようとする年度の前年の所得が基準以下（128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除など（申請者本人のみ））
である学生が対象です。なお、家族の所得の多寡は問いません。
　学生納付特例制度は、４月から翌年３月までで毎年度申請が必要です。基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの、
学生証（有効期限などが記載されているもの）または在学証明書（原本）を持って、住民環境課にて申請してください。なお、
マイナポータルから電子申請をすることも可能です。
　令和７年度に学生納付特例制度で納付猶予している人で、引き続き在学予定の人には、ハガキ形式の学生納付特例申請
書が日本年金機構より送付されます。令和８年度も納付猶予を希望する人は、送付されたハガキに必要事項を記入して返
送してください。ただし、学校などの変更があった場合は、再度申請書の提出が必要となります。

大垣年金事務所　☎78－5166
住民環境課　　　☎32－1104

問

令和８年７月請求分より
下水道使用料が変わります
（町ホームページ）


